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20 健康づくりと適切な医療の確保

健康増進課 0285-83-8122

福祉課、児童家庭課、学校教育課,　国保年金課

市民

18 19 20 21 22 23 24 26

人口 人 82,997 82,584 82,136 81,511 85,500

健康な状態で生涯を暮らしてもらう。

基本健康診査は、平成２０年度から、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医療保
険者に義務づけられ、市は国民健康保険加入者を対象に実施することとなった。また、７５
歳以上の後期高齢者は、後期高齢者医療広域連合が実施主体となり、市は委託を受け実施するこ
ととなった。その他の者は、各種医療保険者が実施することが義務付けられた。
データは国民健康保険団体連合会並びに後期高齢者医療広域連合から取得した。
脳血管疾患標準化死亡比は、脳血管疾患による死亡傾向を比較する指標で、年齢構成の違い
を考慮し、国を１００として市を比較するものであり、指数が１００以上の場合は死亡率
が高いと判断される。データは人口動態統計より把握した。

18 19 20 21 22 23 24
26

特定健康診査受診者数 　 
（国保被保険者）

人 3,632 5,201 5,104 5,542 12,481

特定健康診査受診率 ％ 22.5 30.6 30.0 32.3 65.0

後期高齢者健康診査　 　
受診者数

人 2,014 2,262 1,822 1,876 1,650

被保険者年間一人当たり医療機
関受診回数(国保) 回 12.7 13.5 14.0 14.6 13.2

被保険者年間一人当たり
医療給付費（国保）

円 167,833 175,737 185,035 193,981 181,400

披保険者年間一人当たり医療機
関受診回数(後期) 回 26.4 26.8 27.1 27.6 25.1

披保険者年間一人当たり医療給
付費(後期高齢者) 円 617,178 659,769 683,547 684,542 670,000

脳血管疾患標準化死亡比  
（男）

H20  130.2 H21  115.3 H22  131.2 H23  162.5 H25   110

脳血管疾患標準化死亡比  
（女）

H20  105.9 H21  166.4 H22  132.9 H23  197.1 H25   125

市民には､自分の健康は自分で守る意識を持ってもらい、健康づくりを実践してもらう。
行政は、市民に対して情報を提供し健診の体制を整備すると共に、健康教室・健康相談等
で支援し、健康づくり環境の充実を図る



    年度の
評価結果

1. 施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、特徴、その要因と考えられること）

2. 施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括
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（1）施策成果の時系列比較（過去３年間の比較）
・特定健康診査受診率は32.3％であり、過去3年間では、平成22年度30.6％、平成23年
度30.0％に比べ上昇した。・後期高齢者健康診査受診者数は、対象者8,479人に対し1,876
人で受診率22.13％であり、平成23年度の受診率21.6％に比べ上昇した。
・国民健康保険一人当たり受診回数は14.6回、医療給付費は約19万4千円で年々増加し
ており、平成23年度と比較すると受診回数が4.3％増加し、医療技術の進歩に伴い医療
給付費も4.8％増加した。
・脳血管疾患標準化死亡比は、男：162.5、女：197.1で、前年に比較して、男は31.3、
女は64.2と男女共に高くなった。（脳血管疾患による死亡者数は、平成21年は男 41人、
女63人、平成22年は男49人、女52人、平成23年は男58人、女76人である）
（2）近隣他市との比較
・平成23年の男女全体の脳血管疾患の死亡率（人口10万人当り）は、国が98.1、県が
122.8に対し、本市は163.9である。栃木県は全国でも高い方であるが、本市は、県内の
中でも8位であり高い水準となっている。
・高齢化率は、平成24年は20.7％であり、平成23年が20.0％で0.7ポイント高くなった
。栃木県の23.2％と比較すると、本市は2.5ポイント低く、県内の中でも22位であり高
齢化率は低い方である。
（3）住民期待水準との比較
・高齢化の進展に伴って医療費の増加が見込まれるため、その伸びをいかに抑えるか
が課題である。　

・真岡市健康２１プランに基づき、市民主体の健康づくりを推進するため、健康２１プラ
ン推進協議会を開催し、各団体からの意見を聴取すると共に、相互に連携して取り組む
ことを明確にした。
・栄養・運動・たばこ対策を重点課題に位置づけ、講演会・運動教室・禁煙教室等の推
進事業を実施した。
・健康推進員は、全区に設置され、地域での自主的な健康づくり活動が進められた。
また、地域健康づくり推進事業では、区の役員と健康推進員が連携し、85区で事業を実施
した。
・特定健診の受診率向上を図るため、健診日程表を全戸配布すると共に、節目年齢者や
未受診者には個別に案内通知し、受診勧奨に努めた。また、国保だよりに特定健康診査の
内容と日程を掲載し、受診勧奨に努めた。　
・平成23年度に引き続き、受診率向上を図るため、日曜日の休日健診を３回実施した結果
211人の受診があった。また、2月に未受診者対策として追加健診を2回実施し、388人が受診
した。
・特定保健指導は、保健師・管理栄養士による個別指導を実施した。平成24年度の特定健診受
診者5,542人のうち、特定保健指導の積極的支援対象者は293人であり、初回面接に159人が
参加したが、6ヶ月間の支援終了者は17人の10.7％（17人／159人）であり、継続支援者は38
人で、その他の方は医療機関受診勧奨や、内服治療が開始され指導対象外になった方や、指
導途中での脱落者である。また、動機付け支援対象者は485人で、初回面接に286人が参加
し、6月現在で6ヶ月間の支援終了者は169人の59.1％（169人／286人）であり、継続支援者
は83人である。
今後も引き続き、保健指導対象者への継続指導を実施する。
・平成23年度の特定保健指導最終実施率は、34.9％(241人/691人）である。 
・脳卒中対策として、地域の健康づくり教室や老人クラブの集会を始め、特定健康診査
や保健指導、各種教室等において、病気のメカニズムや初期症状について普及啓発を行い
、脳卒中の発症予防と重症化予防に努めた。



    年度の
評価結果

3. 施策の課題認識と改革改善の方向

24

・生活習慣病を予防し、健康的な生活が送れるよう、健康診査の受診勧奨により受診率の
向上を図ると共に、健康２１プランに基づき、各種の教室や相談事業を通じて、健康づく
りの意識を更に高めていく必要がある。
・健診日程表の全戸配布やウイークリーニュースもおか・市のホームページへ掲載し、市
民への周知を図る。
・休日健診及び追加健診を引き続き実施し、受診率の向上に努める。
・健診希望調査と共に未受診理由を把握し、未受診者の特性に応じた受診勧奨を実施する。
・糖尿病の早期発見・重症化予防のため、従来の空腹時血糖検査に加え、ヘモグロビン
エーワンシー（過去１～２か月の平均的な血糖値）検査を追加し、健診内容の充実を図
る。
・医療制度の改正により、特定健診が保険者に義務付けられ、第二期真岡市国民健康保険
特定健康診査等実施計画では、平成29年度までに特定健診受診率60％、特定保健指導60％以
上の実施が求められることから、健診内容の周知と受診勧奨に努めると共に、指導内容の充実
を図る。　
・脳卒中対策として、昨年度に引き続き、地域健康づくりや老人クラブの集会及び健康
診査、各種健康教室・健康相談において、脳卒中の発症予防や重症化予防について普及啓
発を行う。　
また、新たに、専門医による講演会の開催や減塩教室を開催（年２回）し、脳卒中対策
の充実強化を図り、脳卒中の発症予防と重症化予防に努める。

■ 補足事項


